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1973年の米国通商改革法案の一考察

一とくに新セーフガード措置に対する批判一

小　原　三　佑　嘉

は　　じ　め　に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1）
　1973年4月10日，ニクソン大統領が米国議会に提出した通商改革法案

（Trad・R曲・m　Actof．1973）は，同年9月中旬，東京で開催されたGATT

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2）
閣僚会議をもって正式にスタrトする多角的通商交渉．（M二ulti1ate・・1T・ade

N・gOt三atiOns）のいわゆる新国際ラウンドのための交渉授権のほか，公正，不

公正な競争に対するセーフガード，国際収支対策，インフレ対策，東西貿易

拡大策，開発途上国に対する一般特恵関税の供与およびその他を含む極めて

広範かつ包括的た法案である。

　この通商改革法案が最終的にどのようた形で成立するかによって，米国政

府の通商交渉に臨む態度が大きく変わるのみたらず，多角的通商交渉と世界

の通商体制に与える影響が大きいといわれているので，米国議会における通

商改革法案の審議の成行きいかんがこれからの新しい世界経済を占う一つの

重要た鐘といっても過言ではない。

　以下，本稿では，1973年の米国通商改革法案の目的と概要を紹介した後，

（1）　この通商改革法案は，正式にはr世界経済体制の開放的，無差別かつ公正改発展を推進し，

合衆国の経済成長を促進しおよびその他の目的のために大統領に追加的た交渉権限を付与する

法律案」の略称であって，その構成は，全部で7編（新交渉権限，公正競争により生ずる撹乱

　からの輸入救済，不正た貿易からの救済，国際通商政策，関税の最恵国待遇をうけていたい国

　との通商関係，一般特恵制度，一般規定）からたりたってい乱

（2）1973年9月12－14日，GATTの東京閣僚会議で採択された東京宣言（11項目からなる）に

　より，新多角自勺通商交渉の目標，原則，交渉の方向づけが合意され，同交渉は1975年末までに

終了することが宣言された。
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　　　　　　　　　（3）
米国歳入委員会報告書（Report　Of　the　Committee㎝Ways・nd　M・・ns）に

述べられている同法案の全体の文脈およびとくにセーフガード措置に関して，

若千の批判を加えてみたいと思う。

I　1973年米国通商改革法案の目的と概要

米国通商改革法案は，その第2条において，つぎの10項目を同法の目的と

して定めている。

1）国際通商ルールの改革，投資，税制の法律・政策に関する国際基準の作

成および国際通貨体制の改善を通して開放的（0p・n）無差別（non－disc・i－

minatory）かつ公正（fair）な新国際経済体制の発展のための努力に米国が

参加するための通商交渉面での権限を与えること。

2）国際経済問題の解決，平和の強化および生活水準あ向上のための一国際経

済協力を促進すること。

3）相互利益と衡平の原則にもとづく貿易障壁の漸進的軽減または撤廃によ

　り米国の経済成長を促進し，米国産品，のための外国市場を拡大すること。

4）予想される多角的セーフガードと合致したかたちで，輸入増加により悪

影響をうけた米国国内経済の調整を容易にするための暫定的な輸入救済政

策を確立すること。

5）悪影響をうけた労働者に対して調整援助を与えること。

6）不公正な輸入競争に対処する措置を改善すること。

（3）　この報告書は，文字のはしはしに米国政府の主張したい本音をよく表わしており，通商改

革法案を批判する格好の材料である。それらを要約すると，つぎのとおりであ乱

は〕米国の貿屍は絶対に黒字でたければならない。

12〕米国の貿易ポジツ目ソの悪化は，他国が実施している輸入制限や特恵協定の多さによると

　ころが大きい。ところが，米国は外国商品の急増の場合にのみ制限的措置を課すという穏当

　たものであるのに対して，外国が課している制限的措置は米国の最も競争力のある農産物に

　重点をおいて濁り，ある場合には輸入禁止と同じ措置すらとっている国もある。

（3〕多くの国は輸入を抑え輸出を伸ばそうとする国際収支の黒字病にとりつかれてい乱

14〕関税引下げの効果は非関税障壁をはし二め，その他の歪曲要因の出現によっておこっており，

　それらの措置が存在することにより通貨改革も一向に進まない。

（40）



7）米国産品に外国市場で公正な敢扱いと公平た機会が与えられるよう交渉

　するための追加権限を与えること。

8）国際協定上の権利の完全た行使，国際収支不均衡に対する措置，イソフ

　レ抑制などのための通商関係権限をより柔軟に行使しうるようにすること。

9）米国と通商協定を締結していたい国（共産圏諸国）との新たた通商機会

　を利用できるようにすること。

10）開発途上諸国に対して一般特恵を供与するという先進諸国の共同の努力

　に参加すること。

　1962年10月に成立した世界的た関税引下げ交渉を進めるために，大統領に

対して必要な交渉権隈を与えたr1962年米国通商拡大法」（T・adeExpansiOn

Act　Of1962）は，GATTのケネディ・ラウ！ド貿易交渉の推進力としてよ

く知られているが，この通商拡大法では，関税について，1）50％引下げを

原則とし，2）米国とECが世界貿易の80％を占めるような商品については

関税を撤廃することができ，3）低関税のものについては関税を撤廃するこ

とができる等，関税の引下げたいし撤廃が目的であった。これを契機として，

ケネディ・ラウンド交渉が一挙に実現の方向に動き出し，交渉開始以来約4

年を経て1967年夏妥結したが，その結果，世界の関税率は平均35％近くも引

下げられるという犬きな成功をおさめた。ととろが，ケネディ・ラウンドの

完結後は，一種の反動期ともみられるGATTの停滞期に入り，それまで鳴

をひそめていた保護主義が徐々に姦動しはじめ，通貨危機を契機に，米国，

EC，日本との間に新国際ラウンドの必要性が強く叫ばれるようになった。

　このため，1973年米国通商改革法案の骨子は，関税にかぎらず，つぎのと

おり広範囲にわたる内容を含んでいる。

1）関税　　，あらゆる産品の関税を交渉結果にもとづき撤廃，軽減または引

　下げ，賦課する権限（本法施行後5年以内）を求める。大部分の関税引下

　げは，5年もしくはそれ以幸の期間にわたって段階的に行なう。輸入に対

　してセソシティヴた品目の場合には，段階的引下げの期間を5年を上まわ
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　る期問とする。一

2）障壁の引上げ権限　　米国の輸出に対して不合理または不当た制限を維

持しつづける諸外国に対抗して，何んらかの種類の障壁を引上げることが

　できるような権隈を求める。

3）非関税障壁（NOn　Tari任Barrie・s；NTB）一NTBの軽減，撤摩に関する

交渉権限，交渉結果の実施権限および議会の承認手続を定める。

4）セーフガード（後述）

5）国際収支権限　　恒常的た国際収支の赤字または黒字に対処するため，

暫定的な輸入課徴金もしくは輸入制限を一律に課しまたは緩和する権隈を

求める。また，大統領が必要と認める場合には国別に差別適用できる権限

　も求める。

6）インフレ対策　　インフレ圧力を緩和するために望ましいと大統領が決

定した場合において，ある種の輸入制限を一時的に軽減するための恒久的

な権限を求める。

8）新しい通商機会　　対米差別をしない開発途上諸国に対して一般特恵を

与えるという暫定的た制度を実施するための権限を求める。一 ｳらに，従来

から最恵国待遇を与えていたい共産圏諸国に対しては，ひきつづき最恵国

待遇を供与したいこととするが，本法案の目的に合致する場合には，協定

を結んで最恵国待遇を与える。

I　1973年米国通商改革法案全御こ対する批判

　この通商改革法案は，1962年の通商拡大法の場合と同様に，大統領が米国

議会から通商関係の政策決定に関一して大幅た権限の委譲（第1編第101～121

条）をうけることを狙ったものであ私もしこれがそのまま採決されると，

大統領は，いちいち議会の承認をうる必要もたければ，また関税め分野にお

いてもほんの僅か定規則で拘束されるということもたく・，すべての国と通商

協定を締結することができるばかりか，対外貿易を規制するためのあらゆる
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措置を一方的に講ずることもできるようにた机

　そうなると，大統統は，この通商改革法案の枠内で，自由貿易，保護貿易，

禁止貿易のいずれの政策でも自由に選択することができることにたる。しか

し，この通商改革法案から，どのような性格の政策が打出されるかを予測す

ることはできたい。従来からよくいわれている保護主義者の主張は明文化さ

れなかったとはいえ，国際的た公約により米国政府が束縛されている旨をほ

のめかす規定が随所にみられる。たとえば，相殺関税（COuntervai1ing　duties）

や国際収支が悪化したためにとられる規制措置などがとくにそうである。米

国政府は，政策の基本をGATTの規約に求める意向だとしているが，しか

し現行ルールが公正を欠いているため，米国国民の利益を優先的に考慮しこ

れを推進するようにルールを改革していこうという意図がはっぎりしている

ところに，重大な問題がある。

　今回の通商改革法案にみられる重要な新機軸は，やはりセーフガード条項

に関する規定（第2編第201～246条）であろう。いわゆる公正競争の事例を

効果的に処理するよう従来のセーフガード条項の解釈をどう変えるべきかを

明らかにしているほか，不公正な貿易慣行の概念をも著しく拡大している点

に注意を喚起する必要がある。

　ダンピング行為（dumping　practi㏄s）や輸出補助金（export　subsidies）の

もたらす意味にはふれないで，もし他国の政府が米国政府の立場から判断し

て不公正または不合理な関税もしくは非関税措置を。とったり，または差別的

行為を行なったりあるいは第三国への輸出に補助金を与えたために米国の利

益を侵害したりしたような場合には，いつでも報復措置を講ずることができ

る旨の規定（第3編第301～350条）が通商改革法案に盛込まれた。さらに，

米国の国際収支が赤字の場合，政府は一時的に課徴金（㎝StOmS　Su・t・X）また

は輸入割当を課することができるようになっているばかりか，必要な場合に

は以上の規制的措置を差別的に適用することもできるように定められている。

このような規制的措置は，平価の切上げを渋る国に対しても適用しうる余地
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を残しているが，こんなことはI　MFの承認を得て国際的た合意による場合

のほかは許されないことである。

　米国一の通商政策の非差別的措置の適用原則について，通商改革法案は重ね

て主張しているが，最恵国待遇条項（mOSt一抱VOured－natiOn　C1auSe）に関する

各種各様のウエイパーも規定（第4編第401～411条）している。しかし，従

来からのセーフガード条項にもとづいて採られたすべての措置は，原則とし

てすべての輸出国に適用されることにたっているが，このことは繊維品のよ

うだ特定の製品に関しでとられている措置と一致させようとしても土台無理

なことである。

　関税の分野においては，引上げ・引下げについて政府当局に与えられてい

る交渉権限は無制隈に近いが，しかし政府の長官は，関税委員会（Tari任Com－

miSSiOn）やその他機関の調査が完了するまではたんの措置も講ずることがで

きたいし，これまでのように関係者はすべて公聴会に出席する権利をもつよ

うに牟ろう。ごく若干の例外を除いて，諮問委員会の報告書や公聴会の議事

録は公表される・外国との協定が通商協定のための基本的権限（第101条）

のなかに定められている目的にしたがっていないと大統領が判断すれば，通

商協定を締結することは不可能どたり，この点に関して官公庁の意見などた

んら求める必要もないとされている。

　本通商改革法案によれば，米国政府は共産圏諸国との通商協定も締結する

ことができるし，さらに発展途上国の利益のために特恵制度（P・efe・㎝tia1

regime）の実施を促進することもできると定められているが，米国議会内に

茄いてもこれらの措置（第5編第501～506条）に強い反対勢力がとくに中東

戦争後括頭してきたので，これにどう対処するのか，その審議の成行に注目

したい。

　以上のような通商改革法案に対して，米国議会がどのような反応を示すか

はたんともいえたいが，立法府は行政府の権限拡大に対して気をもんでいる

ところから，議会が大統領の行動の自由を制限しようとしても当然のことで
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あ私しかし，米国の議会の一部に，労働賃金の低い国で生産された輸入消

費財との競争に対して自国産業の保護を強化しようとする動きがでてくるこ

とだけは確かであろう。

皿　米国の新セーフガード措置に対する批判

　1）セーフガードの新理念

　セーフガードに関する新規定は，通商改革法案の第2。編r輸入競争による

原因から生じた被害の救済」（R・1i・f　from　Inju・y　Ca・sed　by　Imp0・t　COm－

petition）に詳細に述べられており，現行規定と比較すると，全面的に書き改

められている。要するに，米国の新セーフガードの理念は，国内産業に対し

て，今までのように輸入障壁で保護し下やろうという消極的た態度よりむし

ろ，今後新たに出現するであろう競争条件にも適応できるようにしてやろう

という意味の建設的な保護を与えることにあるとしている。そうたると，生

産業者は，自からの生産条件の改善につとめ，できるだけ早い時期に輸入品

との競争圧力に耐えうるようにしたければたらないことになる。

　ところが，米国政府は，つぎのことを宣言している。それによると，輸入

品との競争によって生じた失業者に新たな就職のあっせんはするが，輸入品

の増大により脅やかされる生産業者にテコ入れをしたり，財政収入の減少し

た州政府に補助金を交付したりする意思は毛頭ないとしている。したがって，

生産業者は，ごく例外的た場合にだけしか保護してもらえないことになるの

で，この点に関するかぎり保護主義者の圧力は今までと同様になくならない

ことが懸念される。

　　　　　　　　　　　（4）
　セーフガードの発動要件は，今までより著しく緩和されることになる㌔

今までは，セーフガードを発動するためには，輸入の増加が関税譲許（・㎝Se－

SSi㎝）の供与の結果にもとづいているとの要件が必要であったのであるが，

新規定では被害と関税譲許との因果関係（c・u・・一・nd－e価・ct　reIatiOn・hip）の

（4）拙稿神戸外大論叢第21巻第4号r貿易自由化の根底にあるもの」と比較参照されたし。
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基準は取除かれることにたった。なお，輸入品の増加と被害との関係につい

ては，他のすべての原因よりも大きな影響力をもつことを証明すれば十分で

あり，現行規定のように，「他のすべての要因の合計よりも影響力が大きい」

ことを証明する必要がなくたる。「主要た原因」（m勾Or　CauSe）という表現

がr第一義的な原因」（p・ima・y　caus・）という表現に改められている。すな

わち，「主要た原因」とは，その原因が他の諸原因より大きいことが前提とさ

れているのに対して，r第一義的な原因」は最大の単独要因（th・1・・g・・t　singl・

CauSe）を意味するどさ。れていることからみて，明らかにセーフガードの発動

要件は緩和されている。

　さて，「第で義的な原因」の判定手段として，新規定では，新たに「市場撹

乱」（Ma・ket　dis・uption）の概念を導入している。この市場撞乱という事実

に一定の基準が設けられると，事実の認定に一手問がかからない。この点に関

しては，つぎの場合にセーフガード条項の発動要件が具備したことにたろう

としている。

（ユ〕訴願人またはその他利害関係業者（貿易団体，企業，労働組合など）の

　申請によるカ㍉関税委員会自身の発議によるかによって，関税委員会が市

　場援乱の事実を認定した場合

（2〕国内生産業者が損害をうけたか，または「重大な損害」（se・iou・軸u・y）

　をうけるおそれがあったことを，関税委員会が認定した場合

13〕共産圏諸国からの輸入で，国内生産業者がr実質的な損害」（materia1

　inju・y）をうけたことを，関税委員会が認定した場合

　2）市場撹乱の新概念

　市場撹乱の概念は通商改革法案第201条f項2に規定されている。本規定

は，綿製品協定（Agreem㎝t　On　CottOn　Texti1・s）に含まれている概念と非

常によく似ており，つぎの3つの要件からたりたっている。

（ユ）類似または直接競合産品の輸入が大規模に行なわれていること（第705
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　条第5項）

12）当該輸入品の増加が絶対額および輸入国の総国内消費量との関係の双方

　からみて急増していること

（3〕輸入品の価格が比較することのできる国産品価格より大幅に安いこと

　市場撹乱の定義には，数量に関する基準（quantitatiV・C・it・riOn）はなんら

示されておらず，ただ消費量だけで解釈するしかない。しかし，「直接競合す

る産品」（dir・ctIy　comp・titive　p・oducts）という用語は各種加工段階での産品

を指しているだけであるのに対して，r比較することのできる」という形容詞

はより限定された範囲を示している点に注意する必要があろう。

　均衡をとるためだろうが，本通商改革法案は関税委員会に対して，行政府

の措置が消費者，輸出業者およびその他経済部門に及ぼす影響，さらに国内

生産業者が外国からの競争に耐えうる努力などの配慮もするよう勧告してい

る。この種の勧告を行なうことにより調査に客観性が付与されることになろ

う。

　3）セーフガード措置の期間

　セー．フガート措置に新しく時間的制限が設けられた。最初の期間は5年と

たっているが，大統領はさらに2年間延長することができる。すたわち，異

常事態が発生した場合には，5年の期問にさらに2年間だけ1回かぎり延長

（計7年）できることにたっている。この措置は，最終的には漸次緩和さる

べきものである。もしセー7ガード措置が5年間実施される場合には，それ

を弾力的にもっていく最初のステップは3年以内に行なわたければならない。

　セーフガード措置に期限を設けようという意図は望ましいことではあるが，

多くの貿易協定（T・ade　Ag・eements）の最長期問が3年であって6ヵ月の予

告期間をもって効力を失うことを考えると，上記のセーフガード条項の期間

はたんの保証にもならたいことにたる。すなわち，本通商改革法案にいうセ

ーフガード措置は，国際貿易に必要た安定1性を保証したことにならないし，
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大統領がいつでもこの措置を撤廃する権限をもっているところから，諸外国

は，この大統領の自由裁量権にすがる以外に方法がないということになる。

　4）輸入救済

　セーフガード措置に関して，関税委員会が大統領に提出する報告書は，た

だ事実関係の認定と法により定める基準の適用にだけにかぎられ，救済措置

についてはなんの勧告も行なわない。そこで，大統領は，報告書の趣旨にし

たがうかどうかを決定することができることになっているが，この点に関す

る条文は極めて曖昧であ乱すたわち，大統領は国内産業保護の要請を簡単

に拒否することができるのかどうか，またこのような場合，大統領は被害を

うけた労働老に対して手当を支給する手続きをとるべきかどうか，あるいは

大統領は手当の支給と同時に保護的な措置をも講ずべきかどうかについては，

通商改革法案にはなにも示されていたい。

　いずれにせよ，もし大統領が輸入救済（impo・t　r・1i・f）のようだ保護措置

を供与することを拒否する場合は，大統領は，遅滞なく報告書を議会に提示

してそρ拒否の理由を明らかにしなければならない。大統領の決定は，関税

委員会の報告書を受理してから60日以内に行なわれなければならたいことに

なっている。もし関税委員会内部の意見がわかれたときは，期間は60日から

120日に延長することができるし，また大統領が再度調査を求めた場合にも

さらに延長することができるとなっている。

　大統領は，決定を行なうにあたって，つぎの要因を考慮に入れたければた

らたい。たとえば，労働者に対する援助措置が労働者にとって利益になるか

どうか，生産業者にどの程度まで援助すれば競争に打ち勝てるかどうか，消

費者に対する影響はどうか，米国の国際的利益に対する影響はどうか，など

の要因がそれである。この点に関して興味あることは，大統領が保護的援助

．措置を承認する場合の経済的・社会的コストとそれを拒否する場合のコスト

を比較するよう要請されている点である。
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　大統領は，一定のセーフガードの発動または外国との競争により影響をう

けた労働者への手当支給の手続きの採用を措置することができ，あるいはそ

の双方の措置を同時にとることもできる。大統領が輸入救済を措置すること

を決定すれば，関税率の引上げ，輸入割当ての実施もしくは強化，海外の輸

出国との問に輸出制限協定（皿xpo・t　Restricti㎝Agreem・nt）のいわゆるオー

ダリ・マーケィテング協定の交渉などを行なうこともできる。また大統領は，

海外でカ膏工された米国の多国籍企業などの製品に適用される輸入税を海外で

の付加価値分にのみ賦課しうるとする旨のルール（このルールは労働組合に

より強く反対されている）を変更または停止することもできる。

　5）労働者に対する調整援助

　労働組合の要請により，行政府は，外国との競争により失業のおそれのあ

る労働者に対して給付する失業保険金（Un・mp1oym・nt・0mpensatiGn）の大

幅た増額を提案してはいるが，企業または州政府の立場を考慮した規定はど

こにもみあたらないのが問題となろう。

　本通商改革法案によれば，被害をうけた労働者は，1975年7月1日からは，

現在支給されている最低手当も支給されることとたろ㌔失業手当は各州よ

り支給されるのであって，連邦政府からではない。この点，法の規定は非常

に難解である。要するに，調整援助措置（adjuStment　a・S三StanCe　meaSu・eS）に

よって補償される労働者は，すでに受取っている失業保険金のほかに，この

保険金額と新立法に定められている最低限の手当の額との差額を支給される

ことにたろ㌔いいかえれば，労働者は，少なくとも平均週賃金の半分また

はそれより少なく最高手当を支給される・その最高手当は，その労働者が居

住している州の平均週賃金の3分の2にあた礼その上さらに，労働者は，

職業訓練センターへの往復の足代（1マイルあたり10セントまで）を含めた

就職訓練手当と1ヵ月につき5ドルまでの必要経費を受取ることができる。

労働者はまた，自分の住居地域外で就職口を見つけるために要した費用の80
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劣をはじめ，住居移転費用の80％および3週問分の賃金に相当する金銭の償

還をうけることもできる。

　このように，輸入品の増大により重大な被害をうけた産業り労働者が手当

をうけまたは出費を補償してもらう手続きが非常に改善されており，1962年

の通商拡大法ではr産業」に対する調整援助規定も盛られていたが，今回の

通商改革法案では「労働者」に対する調整援助規定に大幅た改善がみられる

点に大いに注目されよう。

　6）国際収支の理由による輸入制限措置

　米国行政府が通商改革法案で要求している権限は，かっての通商拡大法に

より与えられた権限よりもはるかに広範かつ特別なもののようである。その

根拠は，米国政府がI　MF20カ国委員会に提起した主張と同じで，法案の第

401条に述べられている。それによると，つぎの3つの可能性を前提として

いる。

　1）米国の国際収支が恒常的に一赤字の場合

　2）米国の国際収支が恒常的に黒字の場合

　3）平価の切上げを渋る黒字国に対して，共同して圧力を加える場合

　米国の国際収支が持続的に赤字の状態で，しかも黒字国が平価の切上げを

拒否している場合には，大統領は輸入制限に訴えることも，輸入課徴金を課

することもできることになる。そうなると，上記1）と2）の場合には，米

国以外の国は重大た関心をもたざるを得ない。まず最初の輸入制限について

は，GATT第12条でも国際収支が赤字の場合には輸入を許可する商品の数

量または価額を制限することができると定めているので，この規定の範囲内

なら別に問題はなく，米国政府がこの規定に訴える権利を再確認しただけに

過ぎない。しかし，後者の輸入課徴金については，法案自体も非常に曖昧で

ある。輸入制限の場合には，これこれの条件を満たしたときと定められてい

るが，輸入課徴金の場合にはこれらの条件を反覆して列記していたいところ
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をみても，容易にうなずけ乱そもそもGATT第12条がこれらの前提条件

を含んでいるのかどうかは明確ではたいし，たとえGATTの規定を修正し

ても，この第12条以外の条文で制限的措置を講ずることができるようにたる

のではたかろうか。国際収支の黒字国からの輸入を，その国が黒字国たるが

故に輸入制限を課することなどは，GATTの規約に違反するものといえよ

う。もしある国の通貨がI　MFにより過少評価されていると宣言された場合

には，GATTの規定により，そのようた制限的措置を課すことができるよ

うにも読めないこともないが，黒字国に対して一方的に制限的措置を講ずる

ことはできたいはずである。

　国際収支が恒常的に赤字であるかどうかを判定する基準としてあげた通商

改革法案の規定は，GATTの規定とは必ずしも一致しない。外貨準備が枯

渇した場合の規定は，GATT第13条のそれと表現がよく似ているが，通商

改革法案では4暦年四半期の期間を超えて実質的に赤字とたった場合と規定

している点はGATTの規定よりはるかに厳しい条件である。さらに，平価

の相当程度の変更という用語や平価変更のおそれという考え方も全く新しい

概念であってその解釈がどうも不明確であ飢これらの意味するところは，

ドルを曲下げるというよりも輸入課徴金を課した方がよいと考えているよう

に思える。

　その上・通商改革法案では・条文を素直に読むと・．ドルのポジショ．ソが危

機に類した場合はいつでも，米国政府は輸入制限措置に訴えることができる

と解釈されるし，その逆に米国の国際収支が赤字でもなく，外貨が別に枯渇

していたいときでも，輸入制限が可能であるようにも読めるところに，大い

に問題が潜んでいるように思え私国際収支を理由に輸入制限を行なうため

には，原則として無差別にこれを課するべきであるが，この点に関しては，

大統領はこのルールにウエーバーの権限を留保している点にも問題があろう。
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あ　と　が　き

　1973年の米国通商改革法案は，保護主義，自由主義のいずれでもなく，r両

刃の剣」の側面をもっているといえる。この法案が新多角的通商交渉にどの

ようた影響を与えるか若干コメントしてみよう。両刃の剣であるということ

は，この法案が通商交渉のための交渉授権にみられるとおり通商拡大を諮問

した一面をもっていると同時に，他方に妬いて各種の輸入規制の権限をも求

めていることを示している。それでは，現時点で米国政府は，多角的通商ル

ールをどのように改革しようと考えているのかを予測することは困難である。

本通商改革法案の第2条をよると，多角的通商ルーノレの改革は「自由」，「無

差別」かつ「公正」た国際通商体制の確立をめざしているが，このような形

容詞はすべてこの目的を達成するためにしばられるということを意味してい

飢たとえばr無差別」という言葉は，米国政府がいつも主張しているよう

に，一
ﾁ恵協定や地域主義がGATT第19条に違反する差別的措置であるから，

これらの措置には明らかに反対であることを指しているところに，これから

の多角的通商交渉の前途が思いやられる。

　つぎに，多角的通商交渉でセーフガード措置に関する具体案がまとまらな

い場合にぼ，米国政府は本通商改革法案の定める規定の適用を可能ならしめ

る新制度の採択を迫ってくるものと予想される。いずれにしても，このよう

な新制度は，懸案の国際収支の赤字を解消するために通貨改革以外の方法，

すたわちたんらかの貿易措置に訴えることができる制度が確立されるかどう

かにかかっているといえよう。したがって，国際収支問題を含めた通商問題

の解決は，通貨改革よりも通商改革の方を優先するのが目下の緊急事である

と，米国政府が考えているようである。このことは，今までの通貨危機の際

に，米国政府が，GATTに訴える権限があるにもかかわらず，GATTの規

約を守ろうとしたかったことを想起すれば，撞着矛盾もはなはだしい。

　この意味から，本通商改革法案に規定されている新セーフガードは措置，
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米国政府が率奉して多角的協議に応ずるメカニズムを導入するとともに・そ

れの濫用を防止する効果的な保護手段を採用する意思があればよいが，そう

でなければ，現行体制の大幅な変更を求めることになろう。もし諸外国が本

通商改革法案にいうr非合理的」とみなされる措置に対抗して，一方的に報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5）
復措置をとるようなことがあれば，米国政府が意図している新国際経済体制，

すなわちすべての加盟国が同一の原貝田，同一のルールの遵守を公約し，それ

に違反のあった場合には早急かつ公平に問題を処理していこうという新体制

の確立も到底望めそうにたい。

　最後になったが，一般にセーフガードといえば，つぎの3つの形態にわけ

て考える必要がある。すたわち，大きくわけて，1）GATTの場における多

角的通商交渉で検討されている国際的な合意のもとでの多角的セーフガード

条項，2）1972年の米ソ貿易協定にみられるセーフガード条項（米ソ2国問の

貿易拡大のため相互ヒ供与する最恵国待遇などにより輸入が増加した結果，

それぞれの国内産業に被害が生じた場合の救済保護措置），3）本通商改革法

案にみられる純然たる国内独自のセーフガード措置の3つの形態があり，そ

の内容も発動要件も違うということであ札このように1つの用語が意味す

るところをそれぞれ異にするということは，国際的にも国内的にも誤解と混

乱を与えることにもたりかねないので，できることならGATTがセーフガ

ードに関する統一的な定義を確立して，各国政府がそれに従うようにもって一

いくことが望ましいのではなかろうか・　（昭和48年10月10日）

（5）ニクソン大統領がこの通商改革法案を議会に提出するにあたって出したメッセーヂの一節

　によ．ると，r米国は，最早唯一の支配的経済大国ではたくなっれこれからの新しい時代は，経

済的相互依存関係が強まり，経済的た指導力が多極化し，そして大きな経済的変化が進む時代

である。しかし，こうした変化にもかかわらず，国際通商・通貨制度の面では，これに対応す

　る改革が行なわれていない。戦後長年にわたり，極めて効果的に機能してきた考え方は，今や

時代遅れとたり，新しい時代g挑戦に応える力を失っている。この結果，国際経済の歪みと緊

張が増大しつつあり，また一部には経済的・地域的孤立主義の撞頭すらみられる。これからの

経済新時代を世界のすべての人々にとって進歩と繁栄の時代にしたいと望むのであれば，現在

　の国際経済制度の改善を急くべきである」と。
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